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平成 21 年度 太陽エネルギー利用機器の設置等に対する助成 

 

 

 

①太陽光発電システム設置（３kW、210 万円の場合）屋根に設置したパネルにより発電 

自己負担 
105 万円 

国 
21 万円

東京都 
30 万円 

新宿区 
54 万円 

         50％         10％   14％      26％ 
上限額 80 万円 10 件 

 

②太陽熱ソーラーシステム設置（６㎡、100 万円の場合）屋根に設置した集熱ユニットと 
ガス補助熱源機により給湯 

自己負担 
60 万円 

東京都 
20 万円 

新宿区 
20 万円 

           60％             20％      20％ 
上限額 30 万円 10 件 

 

③太陽熱温水器設置（４㎡、30 万円の場合）屋根に設置した集熱板により温水供給 

自己負担 
21 万円 

東京都
3万円 

新宿区 
6万円 

             70％             10％    20％ 
上限額 10 万円 10 件 

 

④エコキュート（370 ㍑、70 万円の場合）ＣＯ2冷媒ヒートポンプにより高効率給湯 

自己負担 
58.8 万円 

国 
4.2 万円 

新宿区（都）
7万円 

             84％               6％    10％ 
④⑤⑥上限額 10 万円 100 件 

 

⑤エコジョーズ（20 号、30 万円の場合）潜熱回収型ガス給湯器により高効率給湯 

自己負担 
24.7 万円 

国 
2.3 万円 

新宿区（都）
3万円 

             82％               8％    10％ 
④⑤⑥上限額 10 万円 100 件 

 

⑥エコウィル（発電 1kW、排熱 2.8kW、90 万円の場合）ガスエンジンにより発電・給湯 
 

自己負担 
67.2 万円 

国 
13.8 万円 

新宿区

（都） 
9万円 

             75％              15％    10％ 
④⑤⑥上限額 10 万円 100 件 

 

⑦高反射率塗装（50 ㎡、工事施工費 40 万円、塗料材料費 5万円の場合） 
太陽光（近赤外線）の効率的反射、遮熱により蓄熱、放熱の抑制 

自己負担 
40 万円 

新宿区（都）
5万円 

               89％                 11％ 
上限額 50 万円 20 件 

 


